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 保護者の皆様へ 

 

伊達市立伊達小学校長 花 田 啓 光   

 

   新型コロナウイルス感染症への５月８日以降の対応について 

 この度、国は新型コロナウイルス感染症対策の見直しを行い、５類感染症への移行後におい

ては、 従来の感染症対策を一律に講じるのではなく、感染状況が落ち着いている平時において

は、換気や手洗いといった日常的な対応を継続することが基本となりました。その上で、感染 

流行時には、地域の実情に応じて活動場面に応じた対策を講じることになりました。 

 本校では、この方針を基本として、次のように教育活動を進めることといたしましたので、

保護者の皆様の御理解と御協力をよろしくお願いします。 

記 

１ 基本的な対応 

 (1)  児童及び教職員は、学校の教育活動においてマスクの着用を求めないことを基本とし、

着用の有無は個人の判断となります。 

 (2)  お子様の健康状態を把握するために家庭での検温を継続し、健康観察記録用紙に記入

してください。 

 (3)  校内では、換気の実施や咳エチケットの推奨、手の消毒や手洗い等、必要な感染症対

策を継続します。 

 (4)  市内の感染状況によっては、マスクの持参、着用をお願いする場合があります。 

 

２ 留意事項 

 (1)  本人に発熱、咽頭痛や咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をせず自宅での

休養をお願いします。発熱等症状が重い場合には、できるだけ医療機関での受診をお願

いします。 

  (2)  登校後、本人に発熱等の症状が見られる場合には、保護者に迎えにきていただく等安

全に帰宅させた後、症状がなくなるまでは自宅で休養するようお願いします。 

 (3)  家族が新型コロナに感染しても、本人に症状がなく元気であれば登校できます。その

際は、マスクの着用をお願いします。 

(4)  感染が不安で休ませたい児童について、これまでは欠席扱いとはなりませんでした。

但し、これからは、例えば、同居家族に高齢者や基礎疾患がある者がいるなどの事情が

あって、他に手段がない場合など、合理的な理由があると校長が判断する場合に限り、

欠席扱いとはなりませんのでご承知おき願います。 

なお、登校させてよいか判断に迷ったりする場合には、学校へご相談ください。 

 (5)  様々な事情により、感染不安を抱き、マスクの着用を希望する児童もいることなどか

ら、マスクの着脱を強いることのないよう留意します。また、児童の間でもマスクの着

用の有無による差別・偏見等がないよう家庭でも指導をお願いします。 

 

３ その他 

 (1)  学年・学級閉鎖や出席停止等で学校に登校できない場合には、学びを止めないために

オンラインでの学習を実施します。 


